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(57)【要約】
【課題】ノイズ発信源となる電動機と電力変換装置間の
配線を短縮し、電力変換装置の冷却フィンに比較的新鮮
な外気を取り入れることが可能で、省スペース、小形・
軽量化が可能な電気車制御装置を提供する。
【解決手段】実施形態によれば、電気車制御装置は、車
両床面から台車方向に向かってゲートアンプ、フィルタ
コンデンサ、半導体素子が配置される電力変換装置と、
前記半導体素子の台車側側面に設けられる放熱フィンと
、台車に接続され、前記電力変換装置により変換される
交流電力により駆動可能な電動機と、前記放熱フィンが
設置され、前記電動機の冷却風流入口と、外気と接続す
る外気口を連結する冷却風ダクトと、を備え、前記電力
変換装置、前記冷却風ダクトが台車近傍床下に取り付け
られる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両床面から台車方向に向かってゲートアンプ、フィルタコンデンサ、半導体素子が配
置される電力変換装置と、
　前記半導体素子の台車側側面に設けられる放熱フィンと、
　台車に接続され、前記電力変換装置により変換される交流電力により駆動可能な電動機
と、
　前記放熱フィンが設置され、前記電動機の冷却風流入口と、外気と接続する外気口を連
結する冷却風ダクトと、を備え、
　前記電力変換装置、前記冷却風ダクトが台車近傍床下に取り付けられる電気車制御装置
。
【請求項２】
　前記請求項１記載の前記電力変換装置と前記電動機を接続する交流出力線は約１ｍとす
ることを特徴とする電気車制御装置。
【請求項３】
　前記請求項１記載の電気車制御装置において、前記電力変換装置は、台車直上の配線ツ
ナギ箱内に設置することを特徴とする電気車制御装置。
【請求項４】
　前記請求項１記載の電気車制御装置を、車輪間でなおかつカーブによる台車の回転の限
界内で車輪及び台車枠に干渉しない床下に設置することを特徴とする電気車制御装置。
【請求項５】
　前記請求項１記載の電気車制御装置において、前記電力変換装置を台車と連結器の間の
床下に設置することを特徴とする電気車制御装置。
【請求項６】
　前記請求項１記載の電気車制御装置において、前記電力変換装置を連結器近傍の床下に
設置することを特徴とする電気車制御装置。
【請求項７】
　前記請求項１乃至請求項６記載の電気車制御装置において、前記電力変換装置の制御ユ
ニットを車両床上の座席下に取付けることを特徴とする電気車制御装置。
【請求項８】
　前記請求項１乃至請求項７記載の電気車制御装置において、車内床面に前記電力変換装
置内に連通する点検カバーを有することを特徴とする電気車制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、本発明は、電気車制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鉄道車両床下に配置される従来の電気車制御装置について図を参照し詳細に説明する。
図１５は、従来の電気車制御装置が搭載された鉄道車両の構成図である。図１６は、従来
の電気車制御装置を搭載した鉄道車両の底面図である。図１７は、従来の電気車制御装置
の電力変換装置の側面図である。　従来の電気車制御装置は、主に電力を変換する電力変
換装置１と、電力変換装置１から供給される交流電力により駆動する電動機９とから構成
されている。電力変換装置１は、車両２０のほぼ中央に配置され、車両進行方向の前方と
後方に設けられた台車２に接続された電動機９と、およそ１０ｍの配線にて接続される。
電力変換装置１により変換された交流電力は、この配線を介して供給される。このように
構成された電気車制御装置１において、鉄道車両床下に配置される車両駆動用の電力変換
装置１は、図１７に示すように、三相ブリッジ接続された半導体素子５と直流端子ＰＮ間
に接続されたフィルタコンデンサ６を備えた電力変換回路により主に構成される。電力変
換回路を構成する半導体素子５は、制御ユニットやゲートアンプからの信号に基きスイッ
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チングを行い、鉄道架線から直流端子ＰＮに入力される直流電力を、交流電力に変換する
。半導体素子５のスイッチングにより変換された交流電力は、交流端子ＵＶＷから出力さ
れ、車両駆動用の電動機９に供給される。２個または４個の電動機９に交流電力を供給す
るため、半導体素子５のスイッチングにより発生する熱は大きい。熱を効率良く除去する
ために、上述した電力変換回路には、熱交換効率が良いヒートパイプ式冷却器１０が接続
される。冷却方式としては、走行風を利用した風冷であるので、ギ装上風上となる装置に
より走行風流入の悪影響を考慮し、冷却に余裕を持たせた大きめの冷却器を構成している
。　
また、従来の電気車制御装置では、電力変換装置１と電動機９を接続する交流電力配線は
ノイズを発生し、線路に埋設している信号線に誤動作を生じさせる悪影響があるため、交
流電力線１５を覆う形状のアルミ製の配線ダクト１２を設けている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－４４８０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、車両２０の車両進行方向の中央付近に設けられた電力変換装置１と、車
両２０の前方又は後方に設けられた台車と接続された電動機９間を配線で接続する場合、
配線径路の確保、ノイズ遮へいの為のアルミダクトの設置など、ギ装小スペース化困難、
配線コスト低減困難などの課題があった。　
また、半導体素子の冷却方式が、走行風を利用し電力変換装置を冷却する方式の場合、自
然冷却方式より放熱面積を小さくすることが可能であるが、走行風の流入に影響の大きい
電力変換装置のギ装配置、つまり進行方向前後に走行風流入を妨げる他の装置の形状によ
り、冷却性能が左右されるなど冷却器の小形化・小スペース化が困難という課題がある。
走行風を利用しない自然冷却方式でも、フィン枚数を増やす必要があり、装置自体の大き
さとしては同様に大型化してしまう。
【０００５】
　そこで、本発明は、ノイズ発信源となる電動機と電力変換装置間の配線を短縮し、電力
変換装置の冷却フィンに比較的新鮮な外気を取り入れることが可能で、省スペース、小形
・軽量化が可能な電気車制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態によれば、上記課題は、車両床面から台車方向に向かってゲートアンプ、フィ
ルタコンデンサ、半導体素子が配置される電力変換装置と、半導体素子の台車側側面に設
けられる放熱フィンと、台車に接続され、電力変換装置により変換される交流電力により
駆動可能な電動機と、放熱フィンが設置され、電動機の冷却風流入口と、外気と接続する
外気口を連結する冷却風ダクトと、を備え、電力変換装置、冷却風ダクトが台車近傍床下
に取り付けられることによって達成することが出来る。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明により、ノイズ発信源となる電動機と電力変換装置間の配線を短縮し、電力変換
装置の冷却フィンに比較的新鮮な外気を取り入れることが可能で、省スペース、小形・軽
量化が可能な電気車制御装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に基づく第１の実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄道車両の側面図
である。
【図２】本発明に基づく第１の実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄道車両の底面図
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である。
【図３】本発明に基づく第１の実施の形態の電気車制御装置の側面図である。
【図４】図３のＡ-Ａ断面である。
【図５】本発明に基づく第１の実施の形態の電気車制御装置ギ装状態の台車部分を車両底
面より台車回転時の車輪部を想像線にて記載した図である。
【図６】本発明に基づく第２の実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄道車両の構成図
である。
【図７】本発明に基づく第２の実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄道車両の底面図
である。
【図８】本発明に基づく第３の実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄道車両の構成図
である。
【図９】本発明に基づく第３の実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄道車両の底面図
である。
【図１０】本発明に基づく第４の実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄道車両の構成
図である。
【図１１】本発明に基づく第４の実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄道車両の底面
図である。
【図１２】本発明に基づく第５の実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄道車両の構成
図である。
【図１３】本発明に基づく第５の実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄道車両の底面
図である。
【図１４】本発明に基づく第５の実施の形態の電動機と一体となった電力変換装置の側面
図である。
【図１５】従来の電力変換装置が搭載された鉄道車両の構成図である。
【図１６】従来の電力変換装置を搭載した鉄道車両の底面図である。
【図１７】従来の電力変換装置の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　(第１の実施の形態)
　本発明に基づく第１の実施の形態の電気車制御装置について、図を参照し詳細に説明す
る。図１は、本発明に基づく第１の実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄道車両の側
面図である。図２は、本発明に基づく第１の実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄道
車両の底面図である。図３は、本発明に基づく第１の実施の形態の電気車制御装置に搭載
される電力変換装置の側面図である。図４は図３のＡ-Ａ断面である。図５は、本発明に
基づく第１の実施の形態の電気車制御装置のギ装状態の台車部分を車両底面より台車回転
時の車輪部を想像線にて記載した図である。
【００１０】
　本発明に基づく第１の実施の形態の電気車制御装置において、電力変換装置１は、鉄道
車両床下に設置され、電動機９は鉄道車両の台車２に接続され、車輪３を駆動する。鉄道
車両床下に設置される電力変換装置１は、台車２近傍床下の、カーブによる台車２の左右
回転最大角度時にも車輪３に干渉することの無い位置に取付けられる（図５参照）。電力
変換装置１からの交流出力線１５は、電動機９と約１ｍの配線長にて接続される。電力変
換装置１に構成する半導体素子冷却用の冷却器の放熱フィン１７は電動機９の冷却風流入
口と外気とを連結する冷却風ダクト１３内に配置する。車内床面に電力変換装置内に通ず
る点検カバー１６を設け、半導体素子５のスイッチングなどを制御する制御ユニット７は
、前記電力変換装置内から独立し、車両床上の台車直上の座席１４下部に構成する。尚、
床下ギ装線を格納する配線ツナギ箱内に電力変換装置１を配置すると、電力変換装置１と
電動機９間の距離が大幅に縮小することが可能となり、ギ装配線の短縮化が可能となるの
で好ましい。
【００１１】
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　このように構成された電気車制御装置において、電動機９の回転により吸い込まれる外
気は、外気流入口から流入し、冷却風ダクト１３内を流れ、電力変換装置１の放熱フィン
１７を冷却した後、電動機９の冷却風流入口から流入し、電動機９の冷却風流出口から外
に吐き出される。
【００１２】
　電力変換装置１は、図３及び図４に示すように、スイッチングを行なう半導体素子５と
、半導体素子５と接続された放熱フィン１７と、ゲートアンプ８及びフィルタコンデンサ
６から構成されている。放熱フィン１７は、半導体素子５から発生する熱を放熱する。
【００１３】
　このように構成された電気車制御装置は、電力変換装置１と電動機９間の交流出力線１
５の短縮化をしているため、車両床下の一部を占有していた配線スペースの縮小が可能と
なり、ノイズ対策として設けていたアルミダクトの削除、配線長短縮化による電線使用量
の削減することが可能となり、台車と台車の間のギ装スペースに構成する機器のトータル
質量低減が可能となる。
【００１４】
　また、電力変換装置１の冷却器は、外乱の少ない新鮮な外気を電動機の回転数に応じ安
定して得られるので、放熱フィンを採用することが可能となり小形化及び低コスト化が可
能となる。
【００１５】
　また、車内床面に電力変換装置１内に通ずる点検カバー１６を設けることにより、電力
変換装置１のメンテナンスが床上より行うことが可能となる。メンテナンス頻度の高い制
御ユニット７を床上に配置することにより、車内からのメンテナンスが可能となる。
【００１６】
　本実施の形態の電気車制御装置は、電気車制御装置１と電動機９間の交流配線短縮化に
よる電線長削減、配線作業時間低減、シールドダクト用品削除、冷却器の小形化・安価冷
却器の採用など電力変換装置の低コスト化、軽量化の効果がある。
【００１７】
　また、車内床面の電力変換装置に連通する点検カバー１６の設置及び制御ユニットの床
上配置は、ピットでの作業が不要となり、電気品特に基板にとっては粉塵のないクリーン
な環境でのメンテナンスにより、粉塵汚損が原因と考えられる不具合低減の効果がある。
【００１８】
　更に本実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄道車両は、車体にとって支点となる台
車付近に機器質量が集中するので車両構体の強度・剛性の緩和が可能となり、車両構体の
軽量化が可能となり、車両トータル的に軽量、低コスト化の効果がある。
【００１９】
　このように構成された電気車制御装置は、ノイズ発信源となる電動機への配線を短縮し
、更に、冷却フィン１７には電動機９の吸入作用により、比較的新鮮な外気を取り入れる
ことが可能であるので、放熱フィンを従来よりも小形・軽量化、省スペース化することが
出来る。
【００２０】
　尚、本実施形態の電気車制御装置において、電動機９から送風される外気の流れる通風
路としてダクト１３を採用しているが、ダクト１３以外にも通風路としては色々考えられ
るので、本発明における通風路はダクトのみには限定しない。
【００２１】
　また、本実施の形態の電気車制御装置において、電力変換装置１は台車２に取り付けら
れると記載しているが、台車２直上の配線ツナギ箱内に設置しても、同様の効果が得られ
るので、台車２直上の配線ツナギ箱内に設置してもよい。
【００２２】
　(第２の実施の形態)　
　本発明に基づく第２の実施の形態の電気車制御装置について図を参照に詳細に説明する
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。図１乃至図５に記載したものと同一の構造を取るものについては、同符号を付して説明
を省略する。図６は、本発明に基づく第２の実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄道
車両の構成図である。図７は、本発明に基づく第２の実施の形態の電気車制御装置を搭載
した鉄道車両の底面図である。
【００２３】
　本発明に基づく第２の実施の形態の電気車制御装置は、鉄道車両床下に設置され、台車
２近傍でかつ連結器１８寄り床下に取付けられる。電力変換装置１からの交流出力線１５
は、台車枠４及び車輪３に接続された電動機９と大幅に短縮された配線長で接続される。
第１の実施の形態の電気車制御装置と同様、電力変換装置１に構成する半導体素子冷却用
の冷却器は放熱フィン１７を採用し電動機９の冷却風流出口と外気とを連結する冷却風ダ
クト１３内に配置し、車内床面に電力変換装置内に通ずる点検カバー１６を設け、半導体
素子５のスイッチングなどを制御する制御ユニット７は、前記電力変換装置内から独立し
、車両床上の台車直上の座席１４下部に構成する。
【００２４】
　本実施の形態の電気車制御装置は、第１の実施の形態の電気車制御装置と同様、配線ス
ペースの縮小が可能となり、アルミ配線ダクトの削除、電線使用量の削減などが可能とな
り、台車と台車の間のギ装スペースに構成する機器のトータル質量低減が可能となり、冷
却器は、小形及び安価な冷却器の採用が可能となる。電力変換装置及び制御ユニットのメ
ンテナンスを床上より行うことが可能となる。
【００２５】
　本実施の形態の電気車制御装置は、電力変換装置の低コスト化、軽量化の効果がある。
メンテナンスの向上、車両の軽量、低コスト化の効果がある。
【００２６】
　(第３の実施の形態)　
　本発明に基づく第３の実施の形態の電気車制御装置について図を参照に詳細に説明する
。
【００２７】
　図８は、本発明に基づく第３の実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄道車両の構成
図である。図９は、本発明に基づく第３の実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄道車
両の底面図である。
【００２８】
　本発明に基づく第３の実施の形態の電気車制御装置の電力変換装置１は、台車２近傍の
床上の座席１４下部に取付けられる。電力変換装置１からの交流出力線１５は、台車枠４
及び車輪３に接続された電動機９と大幅に短縮された配線長で接続される。第１の実施の
形態の電気車制御装置と同様に、電力変換装置１に構成する半導体素子冷却用の冷却器は
放熱フィン１７を採用し電動機９の冷却風流入口と外気とを連結する冷却風ダクト１３内
に配置する。点検カバー１６を車内方向に開くように設ける。
【００２９】
　本実施の形態の電気車制御装置は、第１の実施の形態の電気車制御装置と同様に、配線
スペースの縮小が可能となり、アルミ配線ダクトの削除、電線使用量の削減などが可能と
なり、台車と台車の間のギ装スペースに構成する機器のトータル質量低減が可能となり、
放熱フィンは、小形及び安価な冷却器の採用が可能となる。電力変換装置のメンテナンス
が床上より行うことが可能となる。
【００３０】
　本実施の形態の電気車制御装置によれば、電力変換装置の低コスト化、軽量化の効果が
ある。メンテナンスの向上、車両の軽量、低コスト化の効果がある。
【００３１】
　(第４の実施の形態)　
　本発明に基づく第４の実施の形態の電気車制御装置について図を参照に詳細に説明する
。図１０は、本発明に基づく第４の実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄道車両の構
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成図である。図１１は、本発明に基づく第４の実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄
道車両の底面図である。
【００３２】
　本発明に基づく第４の実施の形態の電気車制御装置１は、台車枠４に取付けられる。電
力変換装置１からの交流出力線１５は、台車枠４及び車輪３に接続された電動機９と１ｍ
以内の配線長で接続される。第１の実施例と同様、電力変換装置１に構成する半導体素子
冷却用の冷却器は放熱フィン１７を採用し電動機９の冷却風流入口と外気とを連結する冷
却風ダクト１３内に配置する。
【００３３】
　このように構成された電気車制御装置において、電力変換装置１は、台車枠４に取り付
けられ。大きな振動を受ける可能性があることから、電力変換装置１の内部には、箱枠と
各電気品との間の締結にバネ１９、ゲル状の密封、磁気の反力の活用により衝撃吸収可能
な構成とする（図示しない）。点検カバー１６を車内方向に開くように設ける。
【００３４】
　本実施の形態の電気車制御装置は、第１の実施の形態の電気車制御装置と同様に、配線
スペースの縮小が可能となり、アルミダクトの削除、電線使用量の削減などが可能となり
、台車と台車の間のギ装スペースに構成する機器のトータル質量低減が可能となり、冷却
器は、小形及び安価な冷却フィンの採用が可能となる。電力変換装置のメンテナンスが床
上より行うことが可能となる。
【００３５】
　本実施の形態の電気車制御装置においても、電力変換装置の低コスト化、軽量化の効果
がある。メンテナンスの向上、車両の軽量、低コスト化の効果がある。
【００３６】
　(第５の実施の形態)　
　本発明に基づく第５の実施の形態の電気車制御装置について図を参照に詳細に説明する
。図１２は、本発明に基づく第５の実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄道車両の構
成図である。図１３は、本発明に基づく第５の実施の形態の電気車制御装置を搭載した鉄
道車両の底面図である。図１４は、本発明に基づく第５の実施の形態の電動機と一体とな
った電力変換装置の側面図である。
【００３７】
　本発明に基づく第５の実施の形態の電気車制御装置１は、鉄道車両床下に設置される電
力変換装置１は、電動機９と同一フレームで構成する。電力変換装置１からの交流出力線
１５は、電動機９と内部接続するため配線長は約０ｍとなる。図１４に示すように、電力
変換装置部に構成する半導体素子冷却用の冷却器の放熱フィン１７は電動機９の冷却風流
入口と外気との間に配置する。電動機９の回転により、吸引力が生まれ、外気は電力変換
装置１の放熱フィン１７周辺をとおり、電動機の冷却風流入口に流入する。また、電力装
置内は、箱枠と各電気品との間に衝撃吸収手段であるバネ１９（ゲル状の密封、磁気の反
力の活用する方法でも良い）を設け、これにより衝撃吸収可能な構成とする。点検カバー
１６を車内方向に開くように設ける。
【００３８】
　このように構成された電力変換装置は、第１の実施の形態の電気車制御装置と同様に、
配線スペースが皆無となり、アルミ配線ダクトの削除、電線削除が可能となり、台車と台
車の間のギ装スペースに構成する機器のトータル質量低減が可能となり、冷却器は、小形
及び安価な冷却フィンの採用が可能となる。電力変換装置のメンテナンスが床上より行う
ことが可能となる。
【００３９】
　本実施の形態の電気車制御装置も、電力変換装置の低コスト化、軽量化の効果がある。
メンテナンスの向上、車両の軽量、低コスト化の効果がある。
【００４０】
　尚、本発明に基づく第１乃至第５の実施の形態の電気車制御装置において、電力変換装



(8) JP 2012-17103 A 2012.1.26

10

置１の放熱フィン１７は、外気と電動機９の冷却風流入口の間に設けるものとして説明し
たが、外気と電力変換装置１の間に電動機９や通風路を設け、電動機９から吐き出される
冷却風により電力変換装置１の放熱フィンを冷却する構成としても良い。
【００４１】
　本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸
脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている
複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態
に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態
にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。　
【符号の説明】
【００４２】
　１…電力変換装置、２…台車、３…車輪、４…台車枠、５…半導体素子、
　６…フィルタコンデンサ、７…制御ユニット、８…ゲートアンプ、９…電動機、
　１０…ヒートパイプ式冷却器、１１…フィン、１２…配線ダクト、１３…冷却風ダク、
　１４…座席、１５…交流出力線、１６…点検カバー、１７…放熱フィン、
　１８…連結器、１９…バネ、２０…車両

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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